
令和８年度 多摩市会計年度任用職員（教育活動指導員）募集要項 

 

本要項は、教育活動指導員（短期補助スタッフ）の名簿登録者を募集するものです。 

 

１ 応募資格  

（１） 年齢：年齢制限は特にありません 

（２） 資格：次のいずれかに該当すること 

ア 大学・短大・高等学校を卒業し、教員免許（小・中学校、高等学校教諭、養護教諭）を 

有する者 

イ 大学・短大・高等学校を卒業した者 又は 大学・短大に在学中の者 

ただし、以下に該当する方は、応募できません。 

ア 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

イ 当市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し 、又はこれに加入した者 

 

２ 職務内容  

  教員の指導のもと、次に掲げる職務に従事します。 

（１） 一斉授業における教員の補助 

（２） 小グループ活動等における活動の補助 

（３） 児童・生徒に対する生活指導の補助 

（４） 配慮を要する児童・生徒に対する指導・補助 

（５） 特別支援学級の指導の補助及び介助 

（６） 学校行事の運営の補助 

（７） 学校が行う教育活動に係る業務の補助 

（８） 宿泊を伴わない校外活動の補助 

（９） 児童・生徒に対する学習指導及び生活指導上必要な情報の収集の補助 

 

３ 任用期間  

  任用された日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 勤務日及び勤務時間  

・原則、平日の午前８時３０分から午後３時３０分の間 

・１日６時間、週３０時間の範囲内 

※ 市立小・中学校長と面接の上、決定します。 

 

５ 勤務場所  

  多摩市立小・中学校 及び 多摩市立教育センター 

 

 



６ 報酬  

（１）１時間当たり １，５００円 （１ 応募資格（２）－アに該当する者） 

（２）１時間当たり １，３５０円 （１ 応募資格（２）－イに該当する者） 

   ※ 条件を満たす場合に交通費の支給、厚生年金・健康保険・雇用保険への加入あり 

   ※ ＰＴの報酬額は、令和８年３月開催の多摩市議会の議決をもって確定するものであり、 

１時間当たりの単価が上記の金額から変更する場合がありますこと予めご了承ください。 

 

７ 採用方法  

  名簿登録者の方へ市立小・中学校の担当者から連絡し、面接を実施の上、決定します。 

  採用に至った方につきましては、別途必要書類のご提出をいただきます。 

 

８ 応募方法  

Logo フォームから履歴事項を回答または市指定の履歴書を、教育指導課まで持参又は郵送くださ

い。教育指導課で受領した時点で名簿登録を行います。 

（１） Logoフォームの場合 

こちらの QRから履歴事項を回答 

https://logoform.jp/form/4N4o/1375962 

（２） 持参の場合 

   ア 受付時間：平日午前９時～正午 又は 午後１時～午後５時 

   イ 受付場所：ベルブ永山４階 教育部 教育指導課  ※住所は（３）参照 

（３） 郵送の場合 

〒２０６－００２５ 東京都多摩市永山１－５ ベルブ永山４階 

多摩市教育委員会 教育指導課 ＰＴ担当 宛 

（４） その他   

提出いただいた履歴書は返却しません。 

 

９ 名簿登録期間  

登録期間は、原則、令和１０年３月３１日までです。 

※ 登録期間中に登録を取り消す場合はその旨をご連絡ください。 

※ 提出書類に変更がある場合は、新たに関係書類を作成いただき提出し直してください。 

 

10 注意事項  

 会計年度任用職員として採用されると地方公務員法の適用を受け、以下の義務が生じます。 

（１） 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（地方公務員法第３２条） 

（２） 信用失墜行為の禁止（地方公務員法第３３条） 

（３） 秘密を守る義務（地方公務員法第３４条） 

（４） 職務に専念する義務（地方公務員法第３５条） 

（５） 政治的行為の制限（地方公務員法第３６条） 

（６） 争議行為等の禁止（地方公務員法第３７条） 

（７） 営利企業への従事等の制限（地方公務員法第３８条） 

 

11 問合せ先  

多摩市教育委員会 教育指導課 ＰＴ担当 

電話：０４２－３３８－６８７７（直通） 

https://logoform.jp/form/4N4o/1375962

